
(別紙第2）

民事 ｜｜刑事 総務 経理 出納 資料 人事 検審
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･保全に関する事務(特に緊急
性の高いもの）

守

一

･DV事件に関する事務

･人身保罐に関する事務

●－1■■b－■●毎一●－－ .‐一－一

一一一一一▲－｡－ 一一宇一一

･令状（身柄に関する裁判を
含む。 ）に関する事務

･医療観察事件(鑑定入院命令，
決定がなされている事件)に関す

る事務
ー

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

．又書の受付一に関する事霧
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｡裁判部の一般縫続業務を継続するために必要な範囲内での
次の事務
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外部樋関対応

広報事務のうち報道対応，
当事者対応
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･当直に関する事務

･法廷及び庁舎の警備事務

ネットワーク現境の管理．
保守事務
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庁舎管理業務（守衛，清
掃)．

設備等の保守，修縄業務

物品等の鯛達業務
＆

契約（締結済みのもの）に
基づく支払事務

･保管金受払業務
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・広報事務（事件関
係の報道対応等）
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第
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順
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第
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位
。

第
３
順
位

･保全に関する事務（上記以
外のもの）

･執行に関する事務(特に緊急性
のあるもの）

倒産に関する事務(特に緊急性
のあるもの）
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'刑事公判（勾留がされてい
る事件）に関する事務

･略式手続に関する事務
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･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･民事訴訟に関する事務

･督促手続に関する事務

･民事調停に関する事務

･執行に関する事務(上記以外
のもの）

･倒産に関する事務(上記以外
のもの）
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･その他の民事事件に関する

事務

･刑事公判（勾留がされてい
ない事件）に関する事務

･その他刑事事件に関する事務

6医療観察事件(鑑定入院命令,．
決定がなされていない事件)に関
する事務
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･裁判部の第1噸位の業務を継続するために必要な範囲内で
の次の事務
D

C■、■b甲一q■■q■■■‐■■－■■q■。■‐‐■■■■＝0■■■‐q■■、■b d■画q■

外部機関対応

広報事務のうち報道対応，
当事者対応
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庁舎管理業務（守衛，溝
掃）

設備等の保守，修繕業務

物品等の調達業務

･給与・委員手当等
の支払業務

･給与事務

･裁判部の第2順位の彙務を継続するために必要な範囲内で
の次の事務
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外部機関対応

広報事務のうち報道対応，
当事者対応
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･栄典関係事務（委員）
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庁舎管理業務（守衛,溝
掃）

設備等の保守，修繕葉務

物品等の調達業務

･栄典関係事務（裁
判官・職員〉

･上記のいずれにも該当しない事務

…て芹善替運筆霧.待蔵~蓄亨
掃)，庁用車運転業務,設備
等の保守，修繕業務.物品等
の調達業務，宿舎事務など）
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.？~~t識ﾇ蕊霧筐語序
る徴収済額報告（ア
ダムス処理） 6.証明
責任者による会計検
査院への計算書送付
(電子文書交換シス
テム処理等）など）
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･検察審査会に関す
る事務（上記を除
く。公訴時効の切迫

等緊急性が高い場
合，第1順位を検討
する。 ）


